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熱中症予防と節電のお願い 一人ひとりの節電行動が大きな成果につながります。熱中症にならないよう、
エアコンや扇風機等を上手に利用して、無理のない範囲で節電にご協力ください。
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　芝浦港南地区は、近年、大規模集合住宅
の建設により、まちの姿が大きく変貌し続け
ており、あらゆる世代において人口が増加
し、にぎわいと活気にあふれています。
　夜になると、これらの窓に息づく灯りが、
新たなまちの夜景を彩ります。

芝浦のビル群
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ご意見を
募集します
マイナンバーを
利用する区の
考え方について

愛
称：マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

平成28年1月からマイナンバー（個
人番号）の利用が始まります
　平成28年1月から、社会保障・
税・災害対策の分野の事務で、マイ
ナンバーの利用が始まり、区役所等
における申請や手続の際に、申請者
はマイナンバーを提示することにな
ります。
　区役所等は申請の際に確認が必要
な情報（世帯や税に関する情報等）を
マイナンバーにより照会できるよう
になるため、申請に必要な添付書類

を一部減らすことができるようにな
ります。
マイナンバーにより情報を照会でき
る事務は限られています
　マイナンバーによる情報の照会
は、法律により、「どの機関が」「ど
のような事務で」「どのような情報
を」照会できるか定められており、
法律で定められた事務以外での利用
は禁止されています。
区独自の事務についても、条例に定
めることによりマイナンバーを利用
できます
　都道府県や区市町村では、国の制
度以外にも、さまざまな独自の事務
を行っています。これらの事務は、
条例で定めることにより、マイナン
バーを利用することができます。
区では区民の利便性の維持・向上の
ために条例を定めます
　国の制度と一緒に申請を受け付け
ている区の事務は、マイナンバーを

利用しないと、申請書を分けなけれ
ばならない等、手続きが複雑になっ
てしまうものもあります。
　区では、区民の皆さんの利便性が
向上するよう、マイナンバーを利用
する事務について条例を定めます。
マイナンバーを利用する区の考え方
について、ご意見を募集します
　区は、独自にマイナンバーを利用
する事務について、条例を定めるに
あたり、区の考え方について、皆さ
んのご意見を募集します。
閲覧方法　「社会保障・税番号制度
の導入に伴う個人番号を利用する事
務について」は、港区ホームページ
「施策・計画に対するご意見」の他、
企画課（区役所4階）、区政資料室（区
役所3階）、総合案内（区役所1階）、
各総合支所、各港区立図書館（高輪
図書館分室を除く）でご覧になれま
す。
ご意見の提出方法　直接・郵送・フ

ァックスまたは港区ホームページ
「施策・計画に対するご意見」から、
7月21日（火・必着）午後5時までに、
〒105－8511　港区役所企画課企画
担当へ。 FAX3578－2034
マイナンバー制度のお問い合わせ
　国は、マイナンバー制度の概要に
ついてコールセンターを開設してい
ます。
日本語窓口 ☎0570－20－0178
外国語窓口 ☎0570－20－0291
開設時間
　平日午前9時30分～午後5時30分
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
　マイナンバーに関する情報は、内
閣府ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/
をご覧ください。

企画課企画担当 ☎3578－2573
問い合わせ

ご意見を
募集します
港区低炭素まちづくり計画

　都市の低炭素化の促進を図るた
め、平成24年12月に「都市の低炭素
化の促進に関する法律（エコまち
法）」が施行されました。
　港区は、二酸化炭素排出量が東京
都の中で最も多くなっています。今
後も大規模開発が多数予定されてお
り、事務所ビルの延床面積が増加し
続けると予想されています。
　このような背景を踏まえ、最先端
の環境技術による先進的な取り組み
を先導する等、まちづくりの上で総
合的に対策を強化するため、エコま
ち法に基づき、「港区低炭素まちづ
くり計画」を策定しています。この
度、素案を取りまとめましたので、
皆さんからのご意見を募集します。
計画の概要
基本方針
（1）先進技術の導入による、活発な
経済活動と環境配慮の両立
（2）臨海部から丘陵まで豊かな緑が

繋がる、快適で潤いある都心部の形
成
（3）利便性の高い公共交通網を活か
した、環境負荷の少ない交通環境の
実現
　上記3つの基本方針に基づき、「港
区地球温暖化対策地域推進計画」（平
成25年3月）に適合した、二酸化炭素
排出量削減に向けた目標達成のため
に必要な施策を推進していきます。
閲覧方法
　「港区低炭素まちづくり計画」（素
案）は、港区ホームページ「施策・計
画に対するご意見」の他、都市計画
課（区役所6階）、区政資料室（区役所
3階）、総合案内（区役所1階）、各総
合支所、各港区立図書館（高輪図書
館分室を除く）でご覧になれます。
ご意見の提出方法
　直接、郵送・ファックスまたは港
区ホームページ「施策・計画に対す
るご意見」から､7月31日（金・必着）
午後5時までに、〒105－8511　港区
役所都市計画課街づくり計画担当
へ。

都市計画課街づくり計画担当
 ☎3578－2210　FAX3578－2239

問い合わせ

　臨時福祉給付金事業および子育て世帯臨時特例給付金事業は、消
費税率の引き上げによる影響を緩和する措置として、国の補助事業
により実施されるもので、区は、次のとおり支給を行います。

臨時福祉給付金事業および
子育て世帯臨時特例給付金事業のお知らせ

災害・緊急情報を
Twitter・Facebookで配信しています

　区では、災害時や緊急時における区の情報をTwitter・Facebook で配信
しています。配信言語は、日本語・英語・中国語・ハングルです。ぜひご活
用ください。
　登録方法等詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
http://www.city.minato.tokyo.jp/ 

日本語 英語 中国語 ハングル

ページタイ
トル

東京都港区（災害・
緊急対策関連情報）Minato City Tokyo

Twitterアカ
ウント名 ＠minato_city ＠minato_city_en ＠minato_city_zh ＠minato_city_ko

TwitterURL https://twitter.com/
minato_city

https://twitter.com/
minato_city_en

https://twitter.com/
minato_city_zh

https://twitter.com/
minato_city_ko

FacebookURL https://www.facebook.com/city.minato
https://www.faceboo
k.com/city.minato.en

https://www.faceboo
k.com/city.minato.zh

https://www.faceboo
k.com/city.minato.ko

（11ＣＨ）
番組ガイド番組ガイド

（11ＣＨ）

港区
広報ケーブルテレビ

7
J:COMチャンネル港・新宿

　問い合わせ　
ケーブルテレビ視聴について／J:COM　　　☎0120－914－000（午前9時～午後6時）
番組内容について／区長室広報係　　　　☎3578－2038

番組名 通常放送時間 変更中放送時間 内容

港区広報トピッ
クス
（30分番組）
※毎月1・11・21
日更新

午前 10時 午前  7時 区内のできごとや港区からのお知らせを
ご紹介します
1日更新：区立中学校紹介（高陵）、第31回
さわやか体育祭、世界の味文化紹介「アル
バニアの家庭料理教室」
11日更新：夏のプール解放について、ふれ
愛まつりだ、芝地区！Let'sえくささいず
21日更新：区立中学校紹介（青山）、シニアフ
ァッショニスタ、区内消防団ポンプ操法大会

午後  1時 午後  5時

3時 6時

5時 7時

9時 9時

港区地域情報番
組みなとクイッ
クジャーナル
（20分番組）
バイリンガル
（英語）放送
※毎月1日更新

午前 10時30分 午前  7時30分
平和都市宣言30周年を迎えて（総務課）
　区民まつりで行われる記念イベントの
実行委員による、戦争体験の聞き取りの
様子と、周年事業の概要についてお伝え
します。
みなとインフォメーション（手話放送）
　｢熱中症予防｣について紹介します。

午後  1時30分 午後  5時30分

3時30分 7時30分

5時30分 9時30分

9時30分 11時30分

　対象者には、9月下旬に区からお
知らせと申請書を送付いたします。
受付期間　9月下旬～平成28年1月中
旬
その他　区内在住の公務員で、平成
27年6月分の児童手当を受給してい
る人には、勤務先から子育て世帯臨
時特例給付金の申請書が配布されま
す。受け付け期間内に区に申請して
ください。

※ 詳しくは、今後、「広報みなと」で
お知らせする予定です。

※ 給付金を装った「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」にご注意くださ
い。

保健福祉課臨時福祉給付金担当・
子ども家庭課子育て世帯臨時特例
給付金担当 ☎3578－2844・5

問い合わせ

区長室広報係 ☎3578－2036
問い合わせ

　港区広報番組（港区広報トピックス、みなとクイックジャーナル）は、
J:COMチャンネル港・新宿での高校野球（東東京大会）放送に伴い、放送時
間が一時的に変更になります。
変更日　7月11日（土）～21日（火）

事業名 臨時福祉給付金事業 子育て世帯臨時特例給付金事業

対象者

1月1日時点で区に住民票がある人で、
平成27年度分の区民税（均等割）が課
税されていない人
※ 区民税が課税されている人の扶養
親族等・生活保護制度の被保護者は
対象外です。

5月31日時点で区に住民票がある人
で、6月分の児童手当を受給している
人
※ 生活保護制度の被保護者および平
成27年度区民税が課税されていな
い人も含みます。

給付額 給付対象者1人につき6000円 対象児童1人につき3000円
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介護保険制度の改正について
8月1日から制度の一部を変更しま
す
（1）利用者負担割合の変更（表1）
　ケアプランに基づいて介護サー
ビスを利用するとき、サービス事
業者に支払うのは、原則としてか
かった費用の1割です。ただし、
一定以上の所得のある人（※）は、
8月利用分から利用者負担割合が2
割になります（第2号被保険者を除
く）。介護認定を受けている人に
は、負担割合を記載した負担割合
証を発行します。負担割合証は、
7月末に到着するように発送しま
す。
※ 本人の合計所得金額が160万円
以上で、同一世帯の第1号被保
険者の年金収入+その他の合計
所得金額が単身280万円以上、2
人以上346万円以上の人です。

（2）高額介護（介護予防）サービス
費所得区分の現役並み所得区分の
新設
　介護サービスを利用する場合に
支払う利用者負担には、所得区分
に応じて、月々の負担の上限が設
定されています（表2）。1カ月に
支払った利用者負担の合計が上限
を超えたときは、申請により超え
た分が「高額介護（介護予防）サー
ビス費」として後から払い戻され
ます。8月から所得区分に現役並
み所得（表3）が新設されます。現
役並み所得相当の人がいる世帯の
負担の上限額は4万4400円です。
（3）介護老人福祉施設・短期入所
生活介護の多床室の居住費の基準
額が840円になります
（4）食費・居住費（滞在費）の軽減
対象要件の変更

　所得の低い人は、介護保険施設
（ショートステイを含む）に入所し
た際の食費および居住費（滞在費）
が軽減されます。7月までは、世
帯非課税の人が対象でしたが、8
月からは、世帯非課税であって
も、次の①②のいずれかに該当す
る場合、食費・居住費（滞在費）の
軽減の対象にはなりません。
①住民税非課税世帯でも、世帯分
離している配偶者が住民税課税者
である場合
②住民税非課税世帯（世帯分離し
ている配偶者も住民税非課税）で、
預貯金等が一定額（単身1000万円、
夫婦2000万円）を超える場合
※ 平成27年7月31日有効期限の負
担限度額認定証をお持ちの人に
は、更新のお知らせを6月25日
に発送しています。

高齢者支援課介護給付係
 ☎3578－2876～80

問い合わせ

秋 季 保 養 施 設 の ご 案 内

後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ

　区内在住の後期高齢者医療制度
の被保険者を対象に、秋季保養施
設を開設します。被保険者だけで
なく、付き添い同行者も低額で利
用できます。
　高齢者に優しい施設で、交流を
楽しみながらリフレッシュし、健
康の保持・増進にお役立てくださ
い。
開設期間
　9月1日（火）～11月12日（木）
対象
　区内在住の後期高齢者医療制度
の被保険者が代表となり、2～4人

で利用する人
※ 期間内に1泊2日を1回のみ利用
できます。
宿泊施設
　箱根湯本温泉　ホテルはつはな
（神奈川県足柄下郡箱根町須雲川
20－1）
利用料金（1泊2食付き・税込）
○被保険者：4968円
○大人（12歳以上、付き添い同行
者）：7020円
○小人（4～11歳）：4968円
○乳幼児（3歳以下、寝具・食事な
し）：1080円

※別途入湯税が必要です。
申し込み
　専用はがきを、郵送または直
接、7月23日（木・必着）までに、
国保年金課高齢者医療係（区役所3
階）へ。
※複数申し込みは無効です。
専用はがき配布期間
　7月7日（火）～23日（木）
専用はがき配布場所
　国保年金課高齢者医療係、各総
合支所区民課窓口サービス係、台
場分室、各高齢者相談センター、
各いきいきプラザ、芝浦アイラン
ド児童高齢者交流プラザ、生涯学
習センター
抽選方法
　資格の確認後、希望日ごとに第
1希望から抽選し、当選者に利用
承認書と施設案内を郵送します。

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

平成27年度
65歳以上の人の
介護保険料額の
通知について

　介護保険料は、住民税課税状況
等を基に算定し、個人ごとに通知
します。
　平成27年1月1日現在、区に住所
のある人は、平成27年度の介護保
険料納入通知書を6月11日に送付
しました。

港区へ転入した人の通知
　平成27年1月2日以降転入した人
への介護保険料納入通知書は、7
月から順次、送付します。平成27
年1月1日現在、居住していた区市
町村に課税状況を照会し、介護保
険料を算定するためです。
港区へ転入した人の納め方
　区へ転入した人は、前住所地の
納め方に関係なく、介護保険料を
普通徴収（納付書による納付また
は口座振替）で納めます。
○7月に通知書を送付する人は、
年間保険料を7月～平成28年3月ま

での9回に分けて納めます。
○8月に通知書を送付する人は、
年間保険料を8月～平成28年3月ま
での8回に分けて納めます。
　前住所地で特別徴収（年金から
の天引き）だった人も住所変更に
より、いったん、特別徴収が中止
になります。
　特別徴収が再開されるときは、
区から通知します。

高齢者支援課介護保険料係
 ☎3578－2891～5・7

問い合わせ

港区の人口 
平成27年6月1日現在

総人口

男 10万4,666人
22万4,165人

女 11万9,499人

男 1万72人 女 8,837人

日本人

出生等 250人 死亡等 239人
転入 2,076人 転出 1,883人

24万3,074人
(前月比204人増)

(前月比129人増)

1万8,909人 (前月比75人増)

世帯数 13万8,943世帯（前月比165世帯増）

外国人

第1号被保険者
（65歳以上の人）

本人の
合計所得金額が
160万円以上

本人の合計所得金額が160万円未満

下記以外の場合 　2割負担

＜
同一世帯に65歳以上の人
（本人を含む）が
1  人  の  場  合：　　280万円
2人以上いる場合：合計346万円

1割負担

年金収入+その他の合計所得金額
給与収入や事業収
入等から給与所得
控除や必要経費を
控除した額（　　　　　　　）本人が住

民税を課
税されて
いる場合

本人が住民税を課税されていない場合
または生活保護を受給している場合

表 3  現役並み所得の基準
①所得・収入を
考慮する範囲

同一世帯内の第1号被
保険者

②所得基準 課税所得145万円以上
の人がいること

※ ただし、上記に該当する場合であっ
ても、収入が単身383万円未満、2人
以上520万円未満の場合は、介護保険
基準収入額適用申請をすることによ
り、翌月から一般(3万7200円)に戻り
ます。申請書は、該当する人に7月中
に発送します。

表 2� 高額介護サービス費1カ月の自己
負担上限額
所得区分 負担の上限（月額）

現役並み所得者
（新設） 4万4400円（世帯）

一般世帯 3万7200円（世帯）
住民税非課税世帯 2万4600円（世帯）

年金収入
80万円以下 1万5000円（個人）

生活保護被保護者 1万5000円（個人）

表 1　介護保険の自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準

空室申し込み
　抽選後の空室申し込みは、電話
で、8月21日（金）から、JTBみな
と予約センター（土・日曜、祝日
を除く午前10時30分～午後6時30
分）へ。 ☎3504－3590
予約の変更・取り消し
　利用当日の3日前からキャンセル
料が発生します（3日前～前日は20
パーセント、当日は50パーセント）。
人数の変更で被保険者が宿泊しな
い場合は、申し込み資格がなくな
り、予約取り消しとなります。

国保年金課高齢者医療係
 ☎内線2654～9・46

問い合わせ



一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています
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　平成27年度の保険料の通知書を、7月
15日（水）頃に送付します。
対象
（1）75歳以上の人（生活保護受給者等は除
く）
（2）65歳～74歳までの人で一定の障害が
あり後期高齢者医療制度に加入している
人
保険料の計算について
　平成27年度の保険料は、平成26年中の
所得を元に算定されます。詳しくは、
表3をご覧ください。
保険料の軽減
（1）所得が低い人の軽減
　所得が低い人は、世帯主と被保険者の
所得に応じて保険料が軽減されます。税
申告等の内容（所得のなかった人も住民
税の申告が必要です）に基づいて軽減さ
れますので、軽減申請は別途必要ありま
せん。詳しくは、表4をご覧ください。
（2）被用者保険の被扶養者の軽減
　被用者保険（社会保険等）の被扶養者
（国保、国保組合は除きます）が、後期高
齢者医療制度に加入した場合は、所得割
額が無料となり、均等割額が9割軽減さ
れます。被用者保険の保険者（協会けん
ぽ、健保組合、共済組合等）からの届け
出に基づいて軽減されますので、被保険
者本人の軽減申請は必要ありません。
保険料の納め方
（1）特別徴収

　年金からの天引きで納めます。一定の
要件により、該当しない人もいます。そ
の場合は、納付書や口座振替等の普通徴
収で納めます。
（2）普通徴収
　納付書や口座振替等で納めます。納付
書は年2回に分けて送付します（11月期～
3月期分は11月頃に送付します）。詳しく
は、表5をご覧ください。　
特別徴収は口座振替に変更できます
　今回送付した通知の保険料の納付方法
が、特別徴収の場合は、ご希望により、
10月以降の納付方法を口座振替に変更す
ることができます。
　ご希望の人は、7月31日（金）までに、
各総合支所区民課窓口サービス係（芝地
区総合支所は相談担当）または国保年金
課高齢者医療係（区役所3階）へお申し出
ください（年金天引きでよい場合は、こ
の届け出は不要です）。
　7月31日（金）を過ぎて申し出た場合は、
12月以降の年金から保険料の天引きが中
止されます。
　年金天引きを中止する申出書の他、口
座振替の手続きが別途必要となります。
申出書をご提出いただいた人には、8月
以降に口座振替依頼書をお送りします。

国保年金課高齢者医療係
 ☎内線2654～9・2646
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　75歳以上の人が加入する後期高齢者
医療制度について、被保険者は、前年
の所得により8月1日（土）から負担割合
が変わる場合があります。
　住民税課税所得が145万円以上ある
被保険者および同じ世帯の被保険者
は、医療機関等にかかる際の自己負担
が3割、同じ世帯の被保険者の住民税課
税所得が全員145万円未満の被保険者
は自己負担が1割になります（表1）。
負担割合が変更になる被保険者には、
新しい被保険者証を7月上旬に簡易書
留でお送りします。古い被保険者証
は、同封の返信用封筒で必ずお返しく
ださい。
　負担割合が3割の被保険者でも、収
入額によって、申請すると負担割合が
1割になる場合があります（基準収入額
適用申請）
　住民税課税所得が145万円以上の被
保険者は自己負担が3割です。
　ただし、課税所得が145万円以上の被
保険者で次に該当する場合は、申請す

ると自己負担が1割になります（表2）。
被保険者が1人の世帯
●前年の収入が383万円未満
●前年の収入が383万円以上で同一世
帯で他の医療保険制度に加入の70～74
歳の人の収入を合算して520万円未満
被保険者が2人以上の世帯
●被保険者の前年の収入合計が520万
円未満
※ 収入とは必要経費を引く前の金額で
す。
　後期高齢者医療制度加入者で、今年
度基準収入額適用申請により負担割合
が変更となる被保険者には、あらかじ
め申請書類をお送りしています。
　住民税非課税世帯の被保険者は、医
療機関等での支払金額が軽減される制
度があります
　「後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証」を医療機関等に提
示すると、医療機関等での支払いが自
己負担限度額までとなり、療養病床以
外への入院時の食費（標準負担額）も減
額されます。減額認定証をお持ちにな
れるのは表1の区分Ⅱおよび区分Ⅰに
該当する被保険者で、各総合支所区民
課窓口サービス係（芝地区総合支所は
相談担当）に申請してください。
　現在、減額認定証をお持ちで、平成
27年度も住民税が非課税世帯の被保険
者には、新しい減額認定証を7月中旬
にお送りします。

国保年金課高齢者医療係
 ☎内線2654～9・2646
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表3 保険料の計算方法
保険料

（限度額57万円） ＝ 均等割額
（4万2200円） ＋ 所得割額

（賦課のもととなる所得×8.98％）

※ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株
式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額
です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

表4 保険料（均等割額）の軽減
総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 均等割額の軽減割合

基礎控除額（33万円）以下で被保険者全員が年金収入
80万円以下（その他の所得がない） 9割
基礎控除額（33万円）以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割
基礎控除額（33万円）＋（26万円×被保険者の数）以下 5割
基礎控除額（33万円）＋（47万円×被保険者の数）以下 2割

保険料（所得割額）の軽減
賦課のもととなる所得金額 所得割額の軽減割合

①15万円以下 全額
②20万円以下 75％
③58万円以下 50％

表5 保険料の納め方

※1　年金支給額… 複数の年金を受給している場合はひとつの種類の年
金（老齢基礎年金等）で判定

※2　住所地特例… 都外の介護保険施設等に入所した場合でも引き続き
港区の被保険者になる特例措置

年金の年額が18万円以上
はい

はい

はい

はい
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

特別徴収
（年金からの天引き）

3月以前から区内に住所がある
（住所地特例（※2）に該当する人は除く）

後期高齢者医療保険料＋介護保険料の額が、
年金支給額（※1）の2分の1を超えない

介護保険料が特別徴収（年金からの天引き）で
徴収されている

普通徴収
（納付書や口座振替）

表2 基準収入額適用判定基準

負
担
割
合
が
3
割
の
被
保
険
者

➡

被
保
険
者（
※
）が

1
人
の
世
帯

➡ 前年の収入が383万円未満 ➡ 1割

➡
前年の収入が383万円以上で、同一世
帯の70～74歳の人の収入を合算して
520万円未満

➡ 1割

➡
前年の収入が383万円以上で、同一世
帯の70～74歳の人の収入を合算して
520万円以上

➡ 3割

➡

被
保
険
者（
※
）

が
2
人
以
上
の

世
帯 ➡ 世帯の被保険者全員の前年の収入合

計が520万円未満 ➡ 1割

➡ 世帯の被保険者全員の前年の収入合
計が520万円以上 ➡ 3割

※ 65歳以上の人で一定の障害がある、障害認定を受けた後期高齢者医療制度の
被保険者を含む。

表1 医療費の自己負担割合
　　（1カ月の自己負担限度額と療養病床以外への入院時の食費）

所得区分 負担
割合

外来＋入院
（世帯ごと）の

限度額
入院時の食費

（標準負担額）外来（個人ご
と）の限度額

現役並み所得（※1） 3割 4万4400円

8万100円+（10
割分の医療費
－26万7000円）
×1％

（※2）
1食　260円

一般

1割

1万2000円 4万4400円

区分Ⅱ
（住民税非課税世帯の人）

8000円

2万4600円

1食　210円
（過去12カ月の
入院日数が90日
を超えると160
円。再度申請が
必要です）

区分Ⅰ（住民税非課税世帯であ
り世帯全員の年金収入が80万
円以下で、他の所得がない人。
または老齢福祉年金受給者）

1万5000円 1食　100円

※1 　住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者（ただ
し、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は賦課
のもととなる所得金額の合計が210万円以下であれば所得区分は「一般」にな
ります）。

※2 　過去12カ月に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は4万
4400円。

後期高齢者
医療被保険者証は
毎年8月に

負担割合を見直します

後期高齢者医療制度の
保険料決定通知書等をお送りします
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食べて美味しい栄養士講座
　毎日の食習慣で骨対策をしまし
ょう。
対おおむね50歳以上の区民
時（1）7月17日（金）午後2時～3時
（2）7月21日（火）午前11時～正午
所（1）神明いきいきプラザ（2）虎
ノ門いきいきプラザ
人（1）30人（2）15人（いずれも抽
選）
費用　300円
申電話または直接、7月11日（土）
までに、各いきいきプラザへ。
 ☎欄外参照

Bula！フィジー共和国セミ
ナー
　フィジー共和国大使館の協力の
もと、同国の伝統・文化について
の講演後、お茶会（フィジー風ケ
ーキ付き）を開催します。海の日
に南国フィジーを感じてみません
か。
対おおむね50歳以上の区民
時 7月20日（月・祝）午後1時～2時
30分
所三田いきいきプラザ
人 25人（抽選）
費用　200円
申電話または直接、7月10日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
 ☎3452－9421

はじめてのアロマライフ～デ
オドラント（消臭）アロマ編～
　「ボディスプレー＆パウダー作

り」です。
対おおむね50歳以上の区民
時 7月24日（金）午後2時～4時
所神明いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　1500円（材料費込）
申電話または直接、7月15日（水）
までに、神明いきいきプラザへ。
　 ☎3436－2500

初めてのタブレット講座
　基本操作から簡単な応用まで、
タブレットを初めて触る人向けの
専門講師による講座です。
対 60歳以上の区民で、タブレッ
トを持ってない人※機器は貸し出
します。
時（1）7月30日（木）午後1時30分～
3時30分（2）8月31日（月）午前10時
～正午（3）9月30日（水）午後2時～4
時
所（1）三田いきいきプラザ（2）虎
ノ門いきいきプラザ（3）神明いき
いきプラザ
人各回16人（抽選）
申電話または直接、（1）7月15日
（水）までに、（2）8月16日（日）まで
に、 （3）9月15日（火）までに、各い
きいきプラザへ。 ☎欄外参照

介護家族の会・介護講座「介
護保険を知る」
　介護保険の制度について詳しく
学びます。
対高齢者の介護をしている家族
時 7月21日（火）午後2時～4時
所芝地区高齢者相談センター

人 10人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セ
ンターへ。 ☎5232－0840

世界遺産講座～映像を見なが
ら学ぶ旅の物語　シルクロー
ド編～
対 60歳以上の区民
時 7月19日（日）午前10時～正午
所豊岡いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、7月12日（日）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
 ☎3453－1591

高輪地区介護家族のつどい
　介護の悩みや不安を相談してみ
ませんか。知って得する高齢者向
けサービス情報を用意していま
す。
対高齢者の介護をしている家族
時 7月16日（木）午後2時～3時30分
所白金の森
人 10人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高輪地区高齢者相談センター
 ☎3449－9669

港区医師会地域包括ケア研究
会
　薬剤師と歯科医師による演習研
修会「正しい薬の飲ませ方」を開催
します。
対地域医療・介護・福祉職等、
その他関心のある人
時 7月16日（木）午後7時30分～8時
30分

所みなと保健所8階
人 80人（申込順）
申電話または直接、7月10日（金）
までに、港区医師会事務局へ。
　 ☎3582－6261
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

みんなとオレンジカフェのお
出かけバスツアー
　認知症初期の人や介護している
家族、認知症予防に興味のある人
が、お出かけと交流を楽しむ企画
です。
対（1）区民で、65歳以上の認知症
および認知症の疑いのある人とそ
の家族（付き添いは1人まで）（2）区
民で、認知症予防に関心のある人
（3）区民で、みんなとオレンジカ
フェに参加している人および参加
を希望している人
時 9月30日（水）午前9時30分～午
後4時30分
所江戸東京博物館（墨田区横綱1
－4－1）
人 20人（抽選）
費用　1000円（入場料・昼食代等）
申電話でまたはファックスで、
「みんなとオレンジカフェのお出
かけバスツアー申し込み」、住
所・氏名・年齢・電話番号を明記
の上、7月22日（水）までに、（特）
アラジン（火～金曜午前11時～午
後6時受け付け）へ。
 ☎5368－1955　FAX5368－1956
問高齢者支援課介護予防係
 ☎3578－2411

障害基礎年金の「受給権者所
得状況届」等を忘れずに提出
してください
　20歳になる前の病気やけが、障
害福祉年金からの切り替えで、障
害基礎年金を受けている人は、毎
年「受給権者所得状況届」等の提出
が必要です。期限までに提出がな
い場合、年金の支給が止まること
になりますので、ご注意くださ
い。
　対象者には、年金事務所から届
出用紙を6月下旬に郵送していま
す。必要事項を明記の上、同封の

返信用封筒で返送してください。
また、所得制限があるため、あわ
せて所得の申告が必要です。
提出期限　7月31日（金）
問国保年金課国民年金係
 ☎内線2662～6

「第34回障害者週間記念事業」の
ポスター原画を募集します
　「障害者週間記念事業～ともに
生きるみんなのつどい～」に使用
する周知ポスターの原画を募集し
ます。
対区内在住・在勤・在学者
作品規格　四つ切り画用紙または

B3判、A3判画用紙。文字を入れ
ることも自由
表彰　最優秀賞・優秀賞・佳作を
選定し、賞状および記念品（図書
カード　最優秀賞5000円、優秀賞
3000円、佳作2000円）を、12月5日
（土）記念式典で贈呈します。応募
作品は、11月30日（月）～12月4日
（金）に、区役所ロビーに展示しま
す。※応募作品は、未発表のもの
に限り1点。作品は、後日返却し
ます。※入賞者の氏名・所属をプ
ログラム等に掲載します。※最優
秀賞・優秀賞の作品は、「平成28
年度版障害者のためのサービス一

覧」の表紙に使用します。
応募方法　作品の裏側に住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・学校
名・学年または勤務先を明記の
上、郵送または直接、9月11日
（金・必着）までに、〒105－8511
　港区役所障害者福祉課障害者福
祉係（区役所2階）へ。
問障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2383

　東京湾大華火祭の港区民専用会場
の申し込みを受け付けます。
対象　区民
とき　8月8日（土）午後6時50分～8時
10分打ち上げ（午後5時開場）
※荒天の場合は中止、順延なし
ところ　芝浦ふ頭（港区民専用会場）
定員　3500組7000人（抽選）　　
申し込み　往復はがきに、図のと
おり必要事項を明記の上、7月15日
（水・必着）までに、〒107－0052　

赤坂4－18－13　Kissポート財団「東
京湾大華火祭」係へ。
　抽選結果は、7月31日（金）発送予
定です。
次に該当した場合は無効になります
●記入不備
●複数申し込み　※すべて無効
●シールや写真を貼付したはがき
●2枚のはがきを貼り合わせたもの
●フリクションボール等（消せるペ
ン）での記入

注意事項
●当選はがき1枚に付き2人まで入場
できます。
●当選はがきの未着や紛失等による
再発行はできません。
●4歳以上は当選はがきが必要です。
●当選はがきのない人は入場できま
せん。
●当選はがきの転売は禁止します。

●当選結果の問い合わせは受け付け
ません。
●郵便事故による未着の責任は負い
ません。

Kissポート財団事業課
 ☎5770－6837

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941
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対象 とき ところ 内容 定員 申し込み

小学1～4年生 7月11日（土）
午後2時～3時15分 みなと図書館

子ども工作会「ガリレオの温度計で遊ぼう」
講師：（社）蔵前工業会（東京工業大学同窓会）

「蔵前理科教室ふしぎ不思議（略称：くらり
か）」

20人（申込順）
※ 保護者は見学

のみ可
電話で、7月9日（木）までに、みなとコール（午
前9時～午後5時受け付け）へ。 ☎5472－3710

小学1～3年生 7月11日（土）
午後2時～3時30分 麻布図書館 子ども海洋講座「うみがめについて学ぼう！

～うみがめの生活と海～」 20人（申込順） 電話または直接、麻布図書館へ。 ☎3585－9225

第1部：小学5・6年生
第2部：中学1～3年生

7月23日（木）
第1部：午前9時15分～正午 　
第2部：午後1時30分～4時30分

みなと図書館 夏休み子ども会
「一日図書館員になろう！」 各6人（申込順）

電話または直接、みなと図書館（午前9時～午
後8時（土・日曜、祝日は午前9時～午後5時）受
け付け）へ。 ☎3437－6621

どなたでも
7月25日（土）

午前の部：午前10時30分～正午
午後の部：午後1時30分～3時　

麻布図書館 麻布図書館開館₁周年記念行事
「おはなしマラソン」

50人
（会場先着順） 当日直接会場へ。

小学1～3年生 7月31日（金）
午前10時30分～正午 麻布図書館 子ども調べる学習講座

「なぜなに探検隊　2015」 20人（申込順） 電話または直接、7月11日（土）から、麻布図書
館へ。 ☎3585－9225

小学1～6年生 8月5日（水）
午後2時～4時 麻布図書館 夏休み工作会

「牛乳パックと虫めがねで望遠鏡をつくろう」 20人（申込順）
直接、7月20日（月・祝）から、麻布図書館（午前9
時～午後8時（土・日曜、祝日は午前9時～午後5
時）受け付け）へ。 ☎3585－9225

小学1～6年生 8月5日（水）
午後2時～3時30分　 港南図書館 夏休み工作会

「くるくるまわる♪風車貯金箱をつくろう！」 15人（申込順） 電話または直接、7月20日（月・祝）から、港南図
書館へ。 ☎3458－1085

小学1～6年生 8月6日（木）
午後2時～3時30分 三田図書館 子ども向け海洋講座

「ちりめんモンスターをさがせ！」 30人（申込順） 電話または直接、7月12日（日）から、三田図書
館へ。 ☎3452－4951

小学1～6年生 8月22日（土）
午後1時30分～3時　 高輪図書館 夏休み工作会

「わくわくつり遊び　何がつれるかな？」 15人（申込順） 電話または直接、8月1日（土）から、高輪図書館
へ。 ☎5421－7617

小学1～6年生 8月26日 （水）
午後1時30分～3時 三田図書館 夏休み工作会

「作ってみよう！ゆかいなけんだま」 20人（申込順） 電話または直接、8月8日（土）から、三田図書館
へ。 ☎3452－4951

小学1～6年生 8月26日（水）
午後2時～3時30分 赤坂図書館 夏休み工作会

「チャレンジ！紙でダイヤモンドをつくろう」 25人（申込順） 電話で、8月1日（土）から、赤坂図書館へ。
 ☎3408－5090

夏休み子ども会
　港区立図書館では、夏休み期間中、お子さんを対象に
夏休み子ども会を開催します。工作等楽しい内容を企画
しています。費用はすべて無料ですので、お気軽にご参
加ください。

両親学級
　主に父親になる人に体験してい
ただく実習（赤ちゃんのお風呂、
衣類の着脱、妊婦体験ジャケット）
です。グループワーク、講義（お産
について）も実施します（1日制）。
対区民で、出産予定日が8月～11
月の妊婦とそのパートナー（一人
での参加可）
時 8月8・22日（土）午後1時～3時
45分（いずれかに申し込み）
所恩賜財団母子愛育会研究所棟4
階
人 45組（抽選）※参加予定者には、
詳細を7月中旬頃郵送予定
持ち物　母子健康手帳・筆記用
具、冊子「あたらしい生命のため
に」（お持ちの人のみ）
申電話で、7月10日（金）までに、
みなとコール（午前9時（初日は午
前11時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

うさちゃんくらぶ
　初めての赤ちゃんと保護者の交
流会です。地区別での自己紹介や
情報交換、子育てサービスの情報
提供等を行います。
対区民で、平成27年5月生まれの
第1子と保護者
時 8月5・19日（水・全2回）午前10
時～11時30分
所みなと保健所
人 50組（抽選）※抽選結果は7月中
旬発送予定
持ち物　バスタオル・その他赤ち
ゃんに必要なもの
申電話で、7月10日（金）までに、

みなとコール（午前9時（初日のみ
正午）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

高輪地区うさちゃんくらぶ
　初めての赤ちゃんと保護者の交
流会です。情報交換や子育てサー
ビスの情報提供、ふれあい遊び等
を行います。
対高輪地区総合支所管内にお住
まいの区民で、平成27年5月生ま
れの第1子と保護者
時 8月21・28日（金）いずれも午前
10時～11時30分（全2回）
所高輪子ども中高生プラザ
人 15組（申込順）
持ち物　バスタオル・母子健康手
帳・その他赤ちゃんに必要なもの
申電話で、7月10日（金）までに、
健康推進課地域保健係へ。
 ☎6400－0084

はじめての離乳食教室
　離乳食の始め方について、調理
実演を交えて話をします。
対区民で、平成27年2月生まれの
赤ちゃんのいる保護者
時 7月29日（水）午前11時～正午、
午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各回30組（申込順）
持ち物　離乳食つくり方テキスト
（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）・筆記用具、
その他赤ちゃんに必要なもの
申電話で、7月5日（日）～15日（水）
に、みなとコール（午前9時（初日
は午前11時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710

担健康推進課健康づくり係

7月の乳幼児健診・育児相談
　4カ月児育児相談・1歳6カ月児
健康診査・3歳児健康診査を実施
します。
対 4カ月児育児相談（平成27年3月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（平成25年12月生まれの人）、3
歳児健康診査（平成24年6月生まれ
の人）
申該当者には通知しています。
届かない人は、お問い合わせくだ
さい。※転入した人、健診がお済
みでない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

子育て座談会「食事のしつけ」
　心理士と育児について話しま
す。
対麻布地区の区民で、3歳未満の
子どもの保護者
時 7月28日（火）午後1時30分～3時
所麻布区民センター
人 10組（申込順）※保育あり（4カ
月～3歳、10人程度）
申電話で、7月15日（水）までに、
麻布地区総合支所区民課保健福祉
係へ。 ☎5114－8822

キッズ交流ガーデン
　恵泉女学園大学と協働でお子さ
んと一緒に野菜を育ててみません
か。
対子育てひろば「あい・ぽーと」
会員（未就学児）のいる家族で、全
回参加できる人※「あい・ぽーと」
会員登録は随時受け付けていま
す。

時大根・白菜コース：9月12・26
日、11月28日、平成28年1月9日
（土）午後1時30分～3時※初回のみ
午後1時30分～3時、ほうれんそう
他いろいろ野菜コース：10月17日、
11月28日、平成28年1月9・30日
（土）午前10時30分～正午※初回の
み午後1時30分～3時
所子育てひろば「あい・ぽーと」
人各コース18組（抽選）
費用　1家族3000円
申「あい・ぽーと」にある応募用
紙に必要事項を明記の上、直接ま
たはファックス・郵送で、8月24
日（月・必着）までに、〒107－
0062　南青山2－25－1　子育てひ
ろば「あい・ぽーと」へ。※応募用
紙は、「あい・ぽーと」ホームページ
http://www.ai-port.jp/
からダウンロードできます。結果
は、8月29日（土）までに「あい・ぽ
ーと」ホームページにてお知らせ
します。
問子育てひろば「あい・ぽーと」
（月～土曜、午前10時～午後5時）
 ☎5786－3250　FAX5786－3256

歯並び・かみ合わせ相談
　「矯正治療はいつから始めれば
いいのか」という相談が増えてい
ます。お子さんの「歯並び・かみ
合わせ」について、区内の矯正歯
科専門医が相談を受け付けます。
対 3歳～小学生
時 7月29日（水）午後3時～4時40分
所みなと保健所
人 6人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp
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　児童館や子ども中高生プラザ、
児童高齢者交流プラザは、乳幼児
から高校生 （飯倉学童クラブおよ
び子どもふれあいルームは乳幼児
から小学生）までどなたでも利用
できます。
乳幼児も遊べます
　乳幼児の利用では、安心して遊
べるスペースを設け、保護者と一
緒に、コンビカーや積み木等で遊
ぶことができます。また、週2～3
回、乳幼児と保護者のつどいを実
施し、子育て講座や親子ヨガ等を
行っています。仲間づくりや交流
の場としてご利用ください。
楽しい遊びがたくさん
　小学生以上のお子さんは、保護
者の同伴なく利用できます。遊戯
室や図書室、工作室、屋上等があ
り、卓球や一輪車、インラインス
ケート、工作等が楽しめます。ま
た、工作や料理教室等のグループ
活動やつどい、バスハイク等、多
くの楽しいイベントがあります。

お祭りやイベントに参加しよう
　お祭りは、子どもたちが実行委
員として企画し、準備を進めたア
イデアいっぱいの食べ物屋さん、
ゲーム屋さん、小物屋さん等があ
ります。また、楽しいイベントが
たくさん用意されています。
夏休みを楽しく過ごしませんか
　夏休みには、キャンプや館内宿
泊、プール等、各施設さまざまな
お楽しみが待っています。　
ボランティア募集中
　各施設で、行事のお手伝いをし
ていただける人を募集していま
す。
　施設の利用やイベント・お祭り
の開催日時、ボランティアへの応
募等詳しくは、各施設にお問い合
わせいただくか、各施設のホーム
ページをご覧ください。

各施設・各総合支所管理課施設
運営担当 ☎欄外参照

問い合わせ

　夏休みは、児童・生徒の自由時間
が増え、飲酒・喫煙や暴力行為、違
法薬物乱用、万引、性感染症の罹

り

患
かん

等、さまざまな誘惑に引きずり込ま
れやすくなる時期です。また、繁華
街が多い港区は、青少年が犯罪に巻
き込まれやすい環境にあります。
　普段から青少年自身が気を付ける
ことが大切ですが、家庭や地域、行
政も一体となって取り組む必要があ
ります。青少年の非行化や犯罪被害
を防止するため、多くの皆さんの協
力をお願いします。
取り組み
　区および教育委員会や、青少年対
策地区委員会等の各青少年関係団体
では、青少年を犯罪から守り、命の
大切さを知らせるために、警察署等
と協力して安全・安心な環境づくり
に取り組み、次のような活動を行っ

ています。
　各種パトロール・みんなと安全安
心メール・通園通学路点検・地域安
全マップの作成・子ども110番・セ
ーフティ教室・インターネット安全
教室・ケータイ安全教室・痴漢被害
防止教室・誘拐被害防止教室・万引
防止指導・薬物乱用防止教室等
　また、青少年と地域の大人が互い
に知り合うことが大切です。まず、
身近なところで「おはようございま
す」「こんにちは」「こんばんは」等の
日常のあいさつを青少年と交わすよ
うに心掛けることから始めましょ
う。

子ども家庭課青少年育成担当
 ☎3578－2435

問い合わせ

　「東京都ひきこもりサポートネッ
ト」では、電話相談・メール相談・
訪問相談を行っています。
●電話相談　☎5978－2043
●メール相談　「東京都ひきこもり
サポートネット」ホームページ
http://www.hikikomori-tokyo.jp/
をご覧ください。
対象　本人の他、家族等
※年齢制限はありません。
●訪問相談　お住まいの区市町村窓
口へお申し込みください。
訪問相談の対象
　次の条件全てに該当する人がいる
家庭
（1）ひきこもりの本人が15歳（中学卒
業後）～おおむね34歳
（2）都内在住
（3）6カ月以上、ひきこもりの状態が
続いている

訪問相談の留意点
◦訪問相談は1人おおむね5回までで
す。
○ひきこもりの本人の状況に合わせ
今後必要な支援内容を検討し、関係
機関にご紹介します。
○東京都ひきこもりサポートネット
の訪問相談は無料ですが、ご紹介す
る関係機関については、有料の場合
もあります。
○病名の診断等の医療行為に当たる
相談や、緊急の対応が必要な相談
等、相談内容によっては、訪問をお
断りする場合もあります。

東京都青少年・治安対策本部青少
年課 ☎5388－2257
子ども家庭課青少年育成担当
 ☎3578－2435

問い合わせ

表 児童館等施設一覧
地区 施設名 所在地 電話番号 利用時間

芝 神明子ども
中高生プラザ

浜松町
1－6－7 ☎5733－5199

【児童館・飯倉学童クラブ】
月～金曜
午前10時～午後6時
土曜日
午前9時～午後5時
休館日
祝日、12月29日～1月3日
※ 日曜、12月29・30日は、午前9

時～午後5時まで施設開放を
行っています。ただし、施設開
放の時は、専任職員がいませ
ん。

【子ども中高生プラザ】
月～日曜
午前9時30分～午後8時
休館日
祝日、12月29日～1月3日
※ 12月29・30日は、施設開放を

行っています（一部施設を除
く）。

【子どもふれあいルーム】
月～日曜
午前9時～午後6時
休館日
12月29日～1月3日

【芝浦アイランド児童高齢者交
流プラザ】 
月～日曜
午前9時30分～午後8時

（祝日、12月29日・30日を除く）
祝日、12月29日・30日
午前9時30分～午後6時15分
休館日
12月31日～1月3日

麻布

飯倉
学童クラブ

東麻布
1－21－2 ☎3583－6355

麻布子ども
中高生プラザ

南麻布
4－6－7 ☎5447－0611

子どもふれあい
ルーム

西麻布
2－13－3 ☎5467－7176

赤坂
青山児童館 北青山

3－3－16 ☎3404－5874

赤坂子ども
中高生プラザ

赤坂
6－6－14 ☎5561－7830

高輪

高輪児童館 高輪
3－18－15 ☎3449－1642

豊岡児童館 三田
5－7－7 ☎3453－1592

白金台児童館 白金台
4－8－5 ☎3444－1899

高輪子ども
中高生プラザ

高輪
1－4－35 ☎3443－1555

芝浦
港南

台場児童館 台場
1－5－1 ☎5500－2363

港南子ども
中高生プラザ

港南
4－3－7 ☎3450－9576

芝浦アイランド
児童高齢者
交流プラザ

芝浦
4－20－1 ☎5443－7338

どなたでも仲間づくりや交流の場として利用できます

～児童館や子ども中高生プラザ、
　児童高齢者交流プラザで遊ぼう～

◆各総合支所管理課施設運営担当◆　芝地区☎3578－3135　麻布地区☎5114－8805　赤坂地区☎5413－7273　高輪地区☎5421－7067　芝浦港南地区☎6400－0033

港区あきる野市環境交流事業
　あきる野市の子どもたちと一緒
に、芝浦運河でのボート体験や
TBSでの養蜂見学等を通じて、
都会を取り巻く環境やそこで生き
る生き物たちについて学びます。
対区内在住・在学の小学3・4年
生
時 7月31日（金）午前9時45分区役
所1階ロビーにて受け付け開始（10
時出発）、バスで移動
所芝浦運河、TBS放送センター

人 15人（抽選）
申電話で、7月2日（木）～7月15日
（水）に、みなとコール（午前9時
（初日は午後3時）～午後5時受け付
け）へ。 ☎5472－3710
担環境課地球環境係

清掃施設バス見学会参加者募
集
　家庭から出るごみを、最終的に
埋立処分する施設のバス見学会を
行います。小・中学生の夏休みの
自由研究にもご活用ください。

対区内在住の小学4年生以上（中
学3年生までは保護者同伴でご参
加ください）※大人のみでの参加
も可能です。
時 7月29日（水）午前8時45分～午
後0時30分※バスの移動時間を含
みます。
所中央防波堤埋立処分場
人 40人（申込順）
申電話またはファックスで、み
なとリサイクル清掃事務所ごみ減
量推進係へ。
 ☎3450－8025　FAX3450－8063

七夕まつり
　楽しいステージ・ブースの他、
ランチ・おやつを販売します。
対どなたでも
時 7月4日（土）午前10時～午後4時
所みなと子育て応援プラザ「Pok 
ke」
申当日直接会場へ。
問みなと子育て応援プラザ「Pok 
ke」 ☎6435－0411

青少年の非行・被害防止
全国強調月間

7月1日（水）～31日（金）
東京都ひきこもり
サポートネット

ひとりで悩まないで、まずはご相談ください



休日診療  
※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。

診療時間 は午前 9 時～午後 5 時
診療時間 ★ は午後 5 時～午後10時

モバイルサイトからもご覧いただけます

７
月
５
日（
日
）

カピバラあかちゃんこどもクリニ
ック（小） 白金1－26－4　アイム白金高輪1階A 6277－3008

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
くぼ歯科白金台（歯） 白金台4－7－4　STビル2階 3441－1975
新橋烏森通り歯科（歯） 西新橋2－6－3　越後屋ビル1階 3501－8241
★厚治内科クリニック（内・小） 北青山2－12－33 3401－0455

港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927

(休日のみ）

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212－2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜（祝日を除く）
午後5時～10時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後5時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
7月5日（日） 玉菊薬局 白金3－2－3 3441－1972
夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前0時� ☎090－3690－3102

障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 7月11日（土）午前9時30分～午後0時30分 【完全予約制】平日午前9時～午後5時受付� ☎6400－0084

健康推進課地域保健係7月25日（土）午後1時30分～4時30分

http://www.city.minato.tokyo.jp平成27年（2015年）7月1日8

※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

健　　康
家族会
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。情報交換や交流を通じて
家族同士で支え合う場です。
対区民で、こころの病気がある人
の家族
時 7月8日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

緩和ケア家族交流会
　医師による講話と交流の集いを開
催します。
対区民で、テーマに関心がある人
時 8月7日（金）午前10時～11時30分
所みなと保健所
内「死生学」について考える
人 15人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

30（さんまる）健診
　30代を対象にした生活習慣病予防
のための健康診査です。血圧測定や
尿・血液検査等を行い、約1カ月後
に医師の結果説明と保健栄養相談、
骨粗しょう症検診（未受診の女性対
象）があります。
対 30歳～39歳の区民で、8月に生ま
れた人（昭和51年8月から昭和60年8
月生まれの人）※勤務先等で受診で
きる人は、ご遠慮ください。
時 8月12・26日（水）午前8時45分～
10時30分受け付け
結果説明日　9月9・30日（水）午後1
時～2時受け付け
所みなと保健所
人各70人（申込順）※保育あり（尿・
血液・胸部X線検査時にお預かりし
ます）
申 7月1日（水）午前9時～7月31日
（金）午後5時に、健康推進課健康づ
くり係へ。 ☎6400－0083
※4月～7月誕生月で該当月に受診で
きなかった人は、7月13日（月）午前9
時から電話でお問い合わせくださ
い。空きがあればご案内します。

講座・催し物
とれたてスイカ&メロンまつり
対どなたでも
時 7月11日（土）（1）午前11時～午後4

時（なくなり次第終了）（2）午後1時～
1時30分（3）午後2時～3時
所神明いきいきプラザ
内（1）茨城県阿見町のスイカ・メロ
ンと産直野菜の販売（2）カフェコン
サート（3）スイカ割り&ゲーム大会
と試食
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ ☎3436－2500

地域・多世代間交流「青南納涼
夕涼み会」
　お子さんから高齢者の皆さんま
で、さまざまな世代の交流の場とし
て平成27年度も夕涼み会を開催しま
す。盆踊りや焼きそば、カキ氷、ゲ
ームの模擬店等、盛りだくさんの内
容でお待ちしています。
対どなたでも
時 7月16日（木）午後4時～6時
所青南いきいきプラザ
費用　200円（模擬店代）
申当日直接会場へ。
問青南いきいきプラザ ☎3423－4920

中小企業人材育成塾　OA研修
　受講者募集
対区内中小企業の経営者・従業員
（エクセルの基本操作ができる人）
時（1）エクセル活用コース：7月29日
（水）（2）アクセス入門コース：7月30・
31日（木・金）（3）フォトショップコ
ース：9月1日（火）いずれも午前10時
～午後5時※（2）は2日間で1コース
所（1）（2）都立産業貿易センター浜
松町館（3）未定（受講決定者に通知し
ます）
人各15人（申込順）
費用　3000円
申（1）（2）は7月21日（火）正午まで、
（3）は8月21日（金）正午までに、産業
振興課ホームページ
http//www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2553

みなと区民の森環境学習
　あきる野市のみなと区民の森で沢
散策をしながら、森づくりについて
学びます。また、川魚のつかみどり
でとれた魚を炭火焼にして、昼食時
に食べることができます。真夏の爽
やかな森と水の冷たさを感じられる
イベントです。
対区民
時 7月26日（日）、8月2日（日）午前8
時15分区役所1階ロビーにて受け付

け開始（午前8時30分出発）、往復バ
スで移動※いずれか1日選択、両日
同一内容
所みなと区民の森（あきる野市）
費用　大人（中学生以上）：1000円、
小学生：500円※未就学児は無料
申電話で、7月2日（木）～15日（水）
に、みなとコール（午前9時（初日は
午後2時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担環境課地球環境係

プレ就活生のためのパワーチャ
ージ・ナビ＆インターンシップ
　就職活動を始める前の学年から考
えたい、自分らしい生き方と働き方
の「ヒント」を見つける3日間の講座
です。9月以降の男女平等参画セン
ターでの就業体験付きです。
対区内在住・在学または、テーマ
に関心がある大学・大学院・短大・
専門学校生
時 8月24日（月）・25日（火）・28日
（金）午前9時30分～午後4時30分、9
月以降の2日間（全5日間）
所男女平等参画センター
人 20人（申込順）
申直接または電話・ファックスで、
住所・氏名・電話番号を、男女平等
参画センターへ。
 ☎3456－4149　FAX3456－1254
担総務課人権・男女平等参画係

ミュージアムセミナー～40歳
になりました～松岡コレクショ
ンの秘密、教えます
対どなたでも
時 7月18日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人 40人（申込順）
申電話または直接、7月17日（金）ま
でに、三田図書館へ。 ☎3452－4951

歴史講座「川をたずねて～麻布
の川と橋」
対中学生以上どなたでも
時 7月18日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所麻布図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

お 知 ら せ
放置自転車リサイクル
時 7月12日（日）午前10時～10時30分

受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　20台程度※区民優先枠を
設けています。
費用　価格等詳しくは、お問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）
（火～金曜） ☎3479－3116

7月は「愛の血液助け合い運動」
月間です
　輸血用血液は年間を通じて安定的
に確保することが必要ですが、毎年
夏季は、献血者が減少し、不足しが
ちです。
　区内では、各種団体の協力を得て、
街頭の献血活動を実施しています。
　平成22年1月から、英国滞在歴に
関する献血制限が「1日（一泊以上）」
から「通算1カ月（31日以上）」に緩和
されました。
　平成25年4月から降圧剤を服用し
ている人も献血が可能となりまし
た。※献血可否は当日の体調・血圧
等から医師が判断します。
対男性400ミリリットル：17～69歳、
女性400ミリリットル：18～69歳、男
女200ミリリットル：16～69歳※65～
69歳に関しては60～64歳の間に献血
経験のある人
7月の献血活動
時（1）7月23日（木）午前10時～11時
30分、午後0時45分～4時（2）7月24日
（金）午前10時～午後4時
所（1）区役所9階会議室（2）三田国際
ビルヂング（三田1－4－28）
申当日直接会場へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381
○献血に関する問い合わせ
東京都赤十字血液センター
 ☎5534－7550

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書案に係る見解
書の縦覧
事業名　「（仮称）虎ノ門一丁目地区
市街地再開発事業」
時 7月6日（月）～27日（月）※閉庁時
を除く
所環境課（区役所8階）、各総合支
所、みなと図書館で閲覧ができます。
都民の意見を聴く会の開催と公述人
の募集

区
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みなと

時 8月25日（火）午後1時30分
所生涯学習センター
意見書の提出先　郵送または直接、
7月14日～28日（火・消印有効）に、
氏名・住所・電話番号・公述要旨・
事業名「（仮称）虎ノ門一丁目地区市
街地再開発事業」を明記の上、〒163
－8001新宿区西新宿2－8－1　東京
都環境局総務部環境政策課へ。
 ☎5388－3406
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

人権擁護委員をご紹介します
　人権擁護委員は、皆さんの人権が
侵害されないように見守り、人権を
侵害された場合には、相談相手とな
って救済をして、正しい人権思想の
普及・向上に努めています。
人権擁護委員（敬称略）
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（7月1日付新任）
問総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

施設予約システムの「暗証番
号」の変更のお願い
　施設予約システムの利用にあた
り、暗証番号を初期設定のまま登録

している場合は、第三者のなりすま
し等、不正に利用されるおそれがあ
るため、速やかに変更するようお願
いします。
　なお、暗証番号は利用者が任意で
設定できます。
　設定する暗証番号は、数字のみ4
桁から10桁で、単純なものや他人が
類推できるようなものは避けて設定
してください。
問区政情報課情報政策担当
 ☎3578－2072

旧氷川幼稚園・旧氷川小学校の
資料展示がはじまりました
　昭和初期から閉校までの各年代の
写真を中心に、当時の鞄や帽子等懐
かしい品を展示しています。
対どなたでも
時午前9時30分～午後8時（祝日、年
末年始を除く）
所赤坂子ども中高生プラザ
問庶務課教育政策担当
 ☎3578－2722

変更・休止情報等
コンビニ交付サービス休止
　都庁の電気設備点検のため、コン
ビニでの各種証明書交付サービスは
ご利用できなくなります。
時 7月11日（土）終日
問芝地区総合支所区民課窓口調整
係 ☎3578－3151

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

　「生涯学習出前講座」は、区民の皆
さんが主催する学習会等に、区政の
取り組みや専門知識を生かした話等
を、区の職員が地域に出向いてお話
しする事業です。区政について学ん
でみませんか。
対象　原則として参加者が10人以上

で、その半数以上が区内在住・在
勤・在学者のグループ
とき　年末年始を除く日で、午前9
時～午後9時までの間、1講座2時間
以内
ところ　原則として区内。また、会
場の確保については、利用者が手配

してください。
費用　無料（ただし、資料代がかか
る場合があります）　
申し込み　講座一覧の中からテーマ
を選び、開催希望日の20日前まで
に、講座の担当課へ連絡してくださ
い。日時の調整が必要な場合があり
ますので、希望日を3日程度用意し
てください。担当課から利用者に連

絡し、日時・内容が確定します。
※ この出前講座は、苦情や陳情をお
受けするものではありません。ま
た、政治・宗教・営利活動を目的と
した催し等には利用できません。

生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2743

問い合わせ

分類 № テーマ 担当（支所）課等・連絡先
基
本
の
手
続
き・

届
出 1 出生から死亡まで　―戸籍制度― 芝地区総合支所区民課

� ☎3578－3153
2 国民健康保険のしくみ

国保年金課� ☎内線26363 後期高齢者医療制度のしくみ
4 国民年金のしくみ

福
祉

5 児童虐待防止について 子ども家庭支援センター
� ☎6400－0090

6 健康づくりのはなし 健康推進課� ☎6400－0083
7 感染症の豆知識 保健予防課� ☎6400－0081
8 高齢者サービスについて 高齢者支援課� ☎3578－23969 介護予防について
10 介護保険について 高齢者支援課� ☎3578－2876
11 障害者サービスについて 障害者福祉課� ☎3578－2386
12「心のバリアフリー」ってご存知ですか？ 障害者福祉課� ☎3578－2457
13 生活に困ったら　―生活保護― 生活福祉調整課� ☎3578－2451
14 住民参加の在宅福祉サービスについて 港区社会福祉協議会地域福祉係

� ☎6230－0281
15 あなたらしくいつまでも―成年後見制度を中心に―

港区社会福祉協議会成年後見利用
支援センター� ☎6230－0282

16 こんにちは　社協です 港区社会福祉協議会経営管理係
� ☎6230－0280

文
化・��　

ス
ポ
ー
ツ

17 港区の文化芸術振興について 地域振興課国際化・文化芸術担当
� ☎3578－2341

18 生涯スポーツについて 生涯学習推進課�☎3578－2750～3
19 図書館活用法 図書・文化財課� ☎3437－6621

住
ま
い
と
暮
ら
し

20 防災出張講座 防災課� ☎3578－2516
各総合支所協働推進課�☎欄外参照

21 みんなでつくろう！安全安心まちづくり 防災課� ☎3578－2270
22 住宅支援制度について 都市計画課� ☎3578－2223・4
23 港区の街づくり 開発指導課� ☎3578－2225
24 都市計画道路ってなあに？ 土木課� ☎3578－2339

分類 № テーマ 担当（支所）課等・連絡先

住
ま
い
と
暮
ら
し

25 電線類の地中化について 土木課� ☎3578－2217
26 ごみ減量のために－3R（サンアール）って何だろう？－� みなとリサイクル清掃事務所

� ☎3450－802527 ベランダでできる！我が家でスタート！段ボールでコンポスト
28 現代の環境問題 環境課� ☎3578－2495
29 快適リビング情報局①安心できる飲み水と室内環境のはなし 生活衛生課� ☎6400－0043
30 快適リビング情報局②家にでてくる虫やネズミのはなし
31「安全な食卓」のお手伝い 生活衛生課� ☎6400－0047
32 消費者トラブルについて 消費者センター� ☎3456－4159
33 小中一貫教育について 庶務課教育政策担当

� ☎3578－2722
34 学校選択希望制について 学務課� ☎3578－2726

行
政

35 みんな笑顔で！　―人権尊重― 総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－202536 男女平等参画社会の実現に向けて

37 区民の声を聴くしくみ 区長室� ☎3578－2050
38 情報の発信 区長室� ☎3578－2036
39 個人情報保護と情報公開 区政情報課� ☎3578－2082
40 選挙について 選挙管理委員会事務局

� ☎3578－2768
41 港区基本構想・基本計画について 企画課� ☎3578－2087
42 港区の国際化推進について 地域振興課国際化・文化芸術担当

� ☎3578－2303
43 教育振興プランの改定について 庶務課教育政策担当

� ☎3578－2722
44 区役所の組織と仕事 企画課� ☎3578－2573
45 行政改革（指定管理者制度・外部監査制度など）について

企画課区役所改革担当
� ☎3578－2572

46 区の家計簿 財政課� ☎3578－2096
47 教育委員会について 庶務課� ☎3578－2711
★ 特製メニュー 生涯学習推進課�☎3578－2741～4

9月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきをJTBみなと
予約センターへ、7月12日（日・必着）
までに郵送してください。専用はが
きは、各総合支所、各区民センター、
JTB新橋・赤坂見附店にあります。
または、保養施設テレホンサービス・
保養施設予約システムで、7月18日
（土）までにお申し込みください。抽
選結果は月末にご自宅に送ります。
空き室申し込み
対象　区内在住・在勤者
申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日からテレホンサービス、予約シ
ステム、またはJTBみなと予約セン
ターで申込順に受け付けます。
利用者登録　利用申し込みには利用
者登録が必要です。抽選申し込みの
専用はがきで登録できます。
臨時休館のお知らせ
大平台みなと荘休館期間
　平成27年7月2日（木）まで

その他
　大平台みなと荘への専用直行バス
を運行しています。詳しくは、お問
い合わせください。
申し込み・問い合わせ
　大平台みなと荘 ☎0460－86－1122
　区民保養所利用手帳を利用する時
は、本人確認の書類が必要です。確
認できない場合は減額できません。
　詳しくは、お問い合わせください。

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
（平日午前10時30分～午後6時30
分、土・日曜、祝日を除く）
 ☎3504－3590
区民保養施設テレホンサービス
（午前8時～午後10時）
 ☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等 午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.
tokyo.jp
○区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

区民保養施設
利用案内

ご活用ください「生涯学習出前講座」

大平台みなと荘・ホテル暖香園

表 平成27年度講座一覧� ■外国人にもおすすめの講座です

情報アンテナ
■「お肉の情報館」臨時開館
　食肉市場内にある「お肉の情報館」では、
と場の業務・役割、肉の生産・流通、食肉
市場・と場に対する偏見や差別の解消等に
ついて、さまざまな展示を行っておりま
す。夏休みの期間中、土曜に臨時開館しま

すので、ぜひご来場ください。
とき　7月25日・8月22日（土）午前10時～午
後6時　ところ　中央卸売市場食肉市場内
センタービル6階「お肉の情報館」（港南2－7
－19）　申し込み　当日直接会場へ。　問い
合わせ　中央卸売市場食肉市場　☎5479－
0651

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休　午前7時～午後11時
☎5472-3710
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

　梅雨時の給食で、一番気を付けなけ
ればならないことは衛生管理です。高
温多湿のこの時期は、1年の中でも食中
毒が発生しやすい時期です。港区立の
小・中学校では、日々、栄養士・調理
員が細心の注意を払って給食を作って
います。
　学校給食の衛生管理は、「学校給食
衛生管理基準」「大量調理施設衛生管理
マニュアル」に基づき実施しています。
①手洗いは、石けんを使い、流水で肘
まで洗う。爪ブラシを使用しアルコー
ル消毒をする。一つの作業をするたび
に手を洗う②前掛けは肉、魚、卵の下
処理用や調理、洗浄用等、用途別に着
用する③食材は、品質・鮮度・品温等
の点検を行い、卵は一つずつ割って品
質を確認する④食品は中心温度75度で
1分間以上加熱する。二枚貝等のノロウ

イルス汚染の恐れのある食品は85～90
度で90秒以上加熱する⑤出来上がった
給食は、児童・生徒が食べる前までに校
長先生等管理職が検食し、味や匂い、異
物混入等の確認を行う⑥万一、食中毒
等が起きた場合の原因究明に備え、調
理前の食材と調理した食事をマイナス
20度以下で2週間以上保存する等の対
応が行われています。また、調理員・
栄養士の検便は毎月2回行っています。
　梅雨時期の献立はハンバーグやコロ
ッケ等、形を作り調理に時間がかかる
ものは控え、炒める、煮込むを基本に
考えています。また、給食前に「手を洗
いましたか」と児童に衛生管理を呼びか
けています。
　給食は楽しみな時間です。そのため
にも安全な給食の提供を心がけていま
す。

徹底した衛生管理で安全な給食を

❶�ワンタンの皮・キャベツは
短冊切り、キュウリは千切
り、生わかめはざく切りに
しておく。野菜とわかめは
サッと水洗いし、水気を切
っておく。
❷�ワンタンの皮を数回に分けて170度の油にほぐしながら入れ、き
つね色になるまで揚げる。
❸�調味料をよく混ぜ合わせて、ドレッシングＡを作る。
❹�野菜とドレッシングを和えて、皿に盛り、上に揚げワンタンを飾
る。

おはなしおはなしの
赤坂小学校

No.3

【次回は芝浦小学校です】

味噌ラーメン・パリパリサラダ・ミルクゼリーの
ピーチソースがけ・牛乳

パリパリサラダの作り方
献 立

材料（4人分）

ワンタンの皮� ８枚
キャベツ� １/４個
キュウリ� １/２本
生わかめ� ひとつかみ
　��ごま油� 小1
　��穀物酢� 大1
　��しょうゆ� 大1
　��上白糖� 大1
　��からし（チューブ）
� 3センチ

Ａ

マナーを守って気持ちよく泳ごう
　平成26年の夏は、デング熱等感染
性の病気に注目が集まりました。感
染性の病気の中には、プール熱や結
膜炎等、プールでうつる病気もあり
ます。大勢の人が利用するプールで
思い切り楽しむためには、利用者全
員がマナーを守ることが必要です。
プールには注意事項が掲示してあり
ますので、入場前によく読み、気持
ちよく利用しましょう。
健康チェックを忘れずに
　水泳は体への負担が大きいスポー
ツです。寝不足や風邪気味のとき、
下痢や感染性の病気のときは、プー
ルの利用は控えましょう。無理に利
用すると、本人の体に危険が及ぶだ
けでなく、他の利用者にも病気を感
染させてしまう可能性もあります。
プールに入る前に必ずシャワーを浴
びよう
　プールの水をきれいに保つため、
事前にトイレを済ませ、シャワーを
浴びて、体の汚れ・化粧品・整髪料
をよく洗い流してください。
泳いでいるときも気を付けよう
（1）夏の炎天下では、気が付かない
うちに体の水分を失っています。の

どが渇いたと感じる前に、水分補給
を行いましょう。
（2）20～30分を目安に休憩を取り、
水から出て体を温めましょう。
（3）プール内では鼻をかんだり、唾
やたんを吐くのはやめましょう。
最後にもシャワーを浴びよう
　プールの水は消毒してあります
が、プール熱や結膜炎等の病気を防
ぐため、水泳後にはシャワーをよく
浴び、うがいや手洗い、必要に応じ
て洗眼をしましょう。
　また、タオルは自分専用のものを
用意し、貸し借りをするのはやめま
しょう。
　みなと保健所では、安心してプー
ルをご利用いただくため、プールの
設備や衛生管理の指導を行っていま
す。また、施設で行った水質検査結
果等の掲示を義務付けていますの
で、利用者もプールの状態を確認す
ることができます。

生活衛生課環境衛生指導係
 ☎6400－0042

問い合わせ

夏だ！プールだ！
元気な季節！

夏だ！プールだ！
元気な季節！

　平成27年も夏休み学校プール開放を実施しま
す。
　夏の太陽の下、元気いっぱいプールに出掛けま
しょう。
アクアフィールド芝公園（芝公園多目的運動場）
プール
対象　どなたでも
料金  2時間：大人500円、小・中学生200円（超過料
金1時間ごと大人250円、小・中学生100円）
※ 区内在住の65歳以上の人（身分証明書持参）、区
内在住の障害のある人（障害者手帳等持参）およ
び未就学児童は無料

利用期間　7月1日（水）～9月15日（火）
※ 海の日（7月20日（月・祝））は、区民水泳大会の
ため休場します。

※ プールの清掃・水の入れ替えのため、8月3日
（月）は休場します。
利用時間　午前9時～午後8時
※ 9月1日以降は午後5時まで
所在地　芝公園2－7－2　
交通手段　地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩1分
利用にあたって
◦水着を着用してください。
●3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、
プールに入場できません。
●小学3年生以下の人は、大人（高校生以上）と一
緒に泳いでください（大人1人につき子ども2人ま
で）。

●中学生以下の人が夜間（午後5時以降）に利用す
るときは、大人（高校生以上）と一緒に泳いでくだ
さい（大人1人につき子ども2人まで）。
●駐車場はありません。車、バイクでの来場は、
ご遠慮ください。

学校プール開放
夏休み
対象  区内在住の小・中学生とその保護者
料金  無料
学校プール開放日・利用時間
※ 開放時間はいずれも午前10時～正午

開放校 開　放　日
赤羽小学校 8月10日（月）～14日（金）
南山小学校 8月5日（水）～7日（金）
赤坂小学校 8月3日（月）～5日（水）

※ 浮輪、水鉄砲等の遊具をお持ちいただけます。
通年
対象　区内在住・在勤者で個人登録証をお持ちの
人
※ 中学生以下は不要です。
※ 登録証はプール受け付けで作成できます。区内
在住・在勤が証明できるものをお持ちください。
料金  2時間：大人400円、小・中学生100円
※ 未就学児、65歳以上（区民）、障害者（区民）は無
料です。
※ 毎月第1・3日曜日は、区民無料公開日です （個
人登録証をお持ちください）。
※ 毎月第2・4土曜日は、小・中学生は無料です。
利用日および利用時間

※ 開放時間は、学校行事等により変更があります
ので、プール備え付けの開放予定表でご確認く
ださい。また、開放予定表は、港区ホームペー
ジまたは各施設でご覧いただけます。

利用にあたって
●水着と水泳帽を着用してください。
●3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、
プールに入場できません。
●夏休みプール開放は小学生未満の人、通年プー
ル開放は小学3年生以下の人は、大人（高校生以
上）と一緒に泳いでください（大人1人につき子ど
も2人まで）。
●中学生以下の人が夜間に利用する場合は、大人
（高校生以上）の送り迎えが必要です。
●駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自
動車の来場はご遠慮ください。
　児童館、中高生プラザ等にも乳幼児や小学生が
プール遊び（ビニールプール・組み立て式プール
等）や水遊びできるスペースがあります。実施の
有無や対象年齢、実施日、時間帯等詳しくは、各
施設にてご確認ください。

学校名 利用時間および利用時間
港南・本村・赤坂小学校 木・金曜　午後₅時～₈時 土・日曜、および利用日が祝日と重なるとき

午前₁₀時～正午、午後₁時～₃時、
午後₃時₃₀分～₅時₃₀分、午後₆時～₈時

御成門中学校 火～金曜　午後₆時₃₀分～₈時₃₀分
高松・高陵中学校 木・金曜　午後₆時₃₀分～₈時₃₀分

お台場学園
港陽中学校

土・日曜　午前10時～正午、午後1時～3時、午後3時30分～5時30分、午後6時～8時 
夏休み（₇月₂₁日～₈月₃₁日）の木・金曜　午後₁時₃₀分～₃時₃₀分、午後3時45分～5時45分

※高松中学校は、7月30日（木）～8月16日（日）は、工事のため利用できません。

担当課　生涯学習推進課スポーツ振興係

アクアフィールド芝公園（芝公園多目的運動場）
 ☎5733－0575
○学校プールについて
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ




